
 

 

京都市消防関係手数料条例の一部を改正する条例（平成２９年１２月２２日京都市条例第

号）（消防局予防部指導課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成２７年法律第５０号）の施行により高圧ガス保安法の一部が改正され，

同法に基づく高圧ガスの製造許可等の審査及び検査に係る事務に関する権限が京都府

知事から市長に移譲されることに伴い，当該審査等に係る手数料を定める必要があるた

め，次のとおり京都市消防関係手数料条例の一部を改正し，これらの手数料について定

めることとしました。 

１ 高圧ガス保安法に基づく事務について，別表第３に掲げる手数料を徴収することと

します。 

２ 高圧ガス保安法に関する規定の新設に伴い，必要な規定整備を行いました。 

この条例は，平成３０年４月１日から施行することとしました。 

１８



 

 京都市消防関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２９年１２月２２日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

京都市消防関係手数料条例の一部を改正する条例 

京都市消防関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

第７条を第８条とし，第６条を第７条とし，第５条を第６条とする。 

第４条本文中「前３条」を「前各条」に改め，同条を第５条とする。 

第３条中「別表第３」を「別表第４」に改め，同条を第４条とする。 

第２条の次に次の１条を加える。 

（高圧ガス保安法に基づく事務に係る手数料の徴収） 

第３条 高圧ガス保安法（別表第３において「法」という。）の規定に基づく事務について，

同表に掲げる手数料を徴収する。 

別表第３中「第３条関係」を「第４条関係」に改め，同表を別表第４とする。 

別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第３条関係） 

区        分 単 位 手  数  料 

（１） 法第５

条第１

項の規

定に基

づく高

圧ガス

の製造

の許可

の申請

に対す

る審査 

法第５条

第１項第

１号に該

当する者

( 移 動 式

製造設備

（高圧ガ

スの製造

のための

設備で移

動するこ

とができ 

処理容積（圧縮，

液化その他の方

法で１日に処理

することができ

るガスの容積を

いう。以下この

項 ， 次 項 及 び

（９）の項にお

いて同じ。）が

１０，０００，

０００立方メー

トル以上の設備 

 円 

 

 

 

 

 

５６０，０００  

      

１８



 

  るように

設計した

ものをい

う。以下

この項，

次項及び

（９）の

項におい

て同じ。）

のみを使

用して高

圧ガスの

製造をす

るものを

除く。） 

処理容積が１，

０００，０００

立方メートル以

上１０，０００，

０００立方メー

トル未満の設備 

 

３４０，０００ 

  処理容積が５０

０，０００立方

メ ー ト ル 以 上

１，０００，０

００立方メート

ル未満の設備 

 

２２０，０００  

  処理容積が１０

０，０００立方

メートル以上５

００，０００立

方メートル未満

の設備 

 

１４０，０００  

   処 理 容 積 が ２

５，０００立方

メートル以上１

００，０００立

方メートル未満

の設備 

 

１１０，０００  

   処理容積が５，

０００立方メー

トル以上２５，

０００立方メー

トル未満の設備 

  

 

８６，０００  



 

      
   処理容積が１，

０００立方メー

トル以上５，０

００立方メート

ル未満の設備 

 

６８，０００  

   処理容積が２０

０立方メートル

以上１，０００

立方メートル未

満の設備 

 

５４，０００  

   処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備 

 

３１，０００  

  法第５条

第１項第

１号に該

当する者

であって

移動式製

造設備の

みを使用

して高圧

ガスの製

造をする

もの 

処 理 容 積 が １

０，０００，０

００立方メート

ル以上の設備 

 

９１，０００  

  処理容積が５，

０００，０００

立方メートル以

上１０，０００，

０００立方メー

トル未満の設備 

１ 件 

 

７５，０００  

  処理容積が１，

０００，０００

立方メートル以

上５，０００， 

  

 

６０，０００  



 

   ０００立方メー

トル未満の設備 

 
  

   処理容積が５０

０，０００立方

メ ー ト ル 以 上

１，０００，０

００立方メート

ル未満の設備 

 

４４，０００  

   処理容積が１０

０，０００立方

メートル以上５

００，０００立

方メートル未満

の設備 

 

２７，０００  

   処 理 容 積 が ２

５，０００立方

メートル以上１

００，０００立

方メートル未満

の設備 

 

２１，０００  

   処理容積が５，

０００立方メー

トル以上２５，

０００立方メー

トル未満の設備 

 

１６，０００  

   処理容積が１，

０００立方メー

トル以上５，０

００立方メート 

 
 

 

１３，０００  

     



 

  ル未満の設備    

  処理容積が２０

０立方メートル

以上１，０００

立方メートル未

満の設備 

 

１１，０００  

  処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備 

 

７，４００  

  法第５条

第１項第

２号に該

当する者 

冷凍能力（１日

当たりの冷凍能

力をいう。以下

この項，次項及

び（９）の項に

おいて同じ。）

が３，０００ト

ン以上の設備 

 

１１０，０００  

  冷凍能力が１，

０００トン以上

３，０００トン

未満の設備 

 

８７，０００  

  冷凍能力が３０

０トン以上１，

０００トン未満

の設備 

 

６８，０００  

  冷凍能力が１０ 

０トン以上３０ 

  

５４，０００       



 

   ０トン未満の設

備 

 
 

   冷凍能力が２０

トン以上１００

トン未満の設備 

 

３６，０００  

（２） 法第１

４条第

１項の

規定に

基づく

高圧ガ

スの製

造のた

めの施

設の位

置，構

造若し

くは設

備の変

更の工

事又は

製造を

する高

圧ガス

の種類

若しく

は製造 

法第５条

第１項第

１号に該

当する同

項の許可

を受けた

者 ( 移 動

式製造設

備のみを

使用して

高圧ガス

の製造を

するもの

を除く。） 

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積（当該変

更が設備の全部

又は一部を撤去

し，当該撤去す

る設備に代えて

新たに設備を設

置するものであ

る場合にあって

は，変更前の処

理容積から当該

撤去する設備に

係る処理容積を

控除した容積。

以下この項にお

いて同じ。）に

比して１０，０

００，０００立

方メートル以上

増加する場合 

 

３７０，０００  

  変更後の処理容   



 

 の方法

の変更

の許可

の申請

に対す

る審査 

 積が変更前の処

理容積に比して

１，０００，０

００立方メート

ル以上１０，０

００，０００立

方メートル未満

増加する場合 

  

 

 

２２０，０００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５００，０００

立方メートル以

上１，０００，

０００立方メー

トル未満増加す

る場合 

 

１５０，０００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１００，０００

立方メートル以

上５００，００

０立方メートル

未満増加する場

合 

 

９３，０００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して 

 

 



 

   ２５，０００立

方メートル以上

１００，０００

立方メートル未

満増加する場合 

 

６９，０００  

 

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５，０００立方

メートル以上２

５，０００立方

メートル未満増

加する場合 

 

６１，０００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１，０００立方

メ ー ト ル 以 上

５，０００立方

メートル未満増

加する場合 

 

５７，０００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

２００立方メー

トル以上１，０

００立方メート

ル未満増加する

場合 

 

３９，０００  

      



 

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

２００立方メー

トル未満増加す

る場合 

 

２６，０００  

    

   そ の 他 の 場 合  １６，０００  

  法第５条

第１項第

１号に該

当する同

項の許可

を受けた

者であっ

て移動式

製造設備

のみを使

用して高

圧ガスの

製造をす

るもの 

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１０，０００，

０００立方メー

トル以上増加す

る場合 

 

６５，０００  

  変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５，０００，０

００立方メート

ル以上１０，０

００，０００立

方メートル未満

増加する場合 

 

５３，０００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１，０００，０

００立方メート

ル以上５，００ 

 

 

 

 

１ 件 

 

 

 

４４，０００  



 

   ０，０００立方

メートル未満増

加する場合 

 

 

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５００，０００

立方メートル以

上１，０００，

０００立方メー

トル未満増加す

る場合 

 

３１，０００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１００，０００

立方メートル以

上５００，００

０立方メートル

未満増加する場

合 

 

１８，０００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

２５，０００立

方メートル以上

１００，０００

立方メートル未

満増加する場合 

 

１４，０００  

      



 

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５，０００立方

メートル以上２

５，０００立方

メートル未満増

加する場合 

 

 

１２，０００  

    

 

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１，０００立方

メ ー ト ル 以 上

５，０００立方

メートル未満増

加する場合 

 

９，２００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

２００立方メー

トル以上１，０

００立方メート

ル未満増加する

場合 

 

８，２００  

   変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

２００立方メー

トル未満増加す 

 

 

５，１００  



 

   る場合   

   そ の 他 の 場 合  ３，２００  

  法第５条

第１項第

２号に該 

変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力（当該変

更が設備の全部

又は一部を撤去

し，当該撤去す

る設備に代えて

新たに設備を設

置するものであ

る場合にあって

は，変更前の冷

凍能力から当該

撤去する設備に

係る冷凍能力を

控除した能力。

以下この項にお

いて同じ。）に

比して３，００

０トン以上増加

する場合 

 

 

  当する同

項の許可

を受けた

者 

  

 

 

 

 

 

６９，０００  

  変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力に比して

１，０００トン

以上３，０００

トン未満増加す

る場合 

 

６２，０００  

     



 

  変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力に比して

３００トン以上

１，０００トン

未満増加する場

合 

 

５５，０００  

  変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力に比して

１００トン以上

３００トン未満

増加する場合 

 

３８，０００  

  変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力に比して

１００トン未満

増加する場合 

 

３０，０００  

  そ の 他 の 場 合  １６，０００  

（３） 法第１６条第１項の規定に基づく高

圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請

に対する審査 

１ 件 ２５，０００  

（４） 法 第１９ 条 第１

項 の 規定に 基づ

く 第 一種 貯 蔵所

の位置，構造又は

設 備の変 更の工

事 の 許可の 申請

に対する審査 

変更後の貯蔵容

積が変更前の貯

蔵容積に比して

増加する場合 １ 件 

１４，０００  

そ の 他 の 場 合 １１，０００  



 

（５） 法第２０条第１項の規定に基づく高

圧ガスの製造のための施設の完成検

査 

１ 件 

（１）の項に掲げ

る高圧ガスの製造

の許可の申請を行

う者及び設備の区

分に応じ，それぞ

れ当該手数料の額

の４分の３に相当

する額（法第５条

第１項の許可に係

る液化石油ガスの

製造のための施設

であって，液化石

油ガスの保安の確

保及び取引の適正

化に関する法律第

３７条の３第１項

の 完 成 検 査 を 受

け，同法第３７条

の技術上の基準に

適合していると認

められたものの完

成 検 査 に あ っ て

は，６，１００円） 

（６） 法第２０条第１項の規定に基づく第

一種貯蔵所の完成検査 
１ 件 １８，７５０  

（７） 法第２０条第３項の規定に基づく高

圧ガスの製造のための施設の完成検

査 
 

（２）の項に掲げ

る高圧ガスの製造

のための施設の位

置，構造若しくは 

    



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 件 

設備の変更の工事

又は製造をする高

圧ガスの種類若し

くは製造の方法の

変更の許可の申請

を行う者及び場合

の区分に応じ，そ

れぞれ当該手数料

の額の４分の３に

相当する額（法第

１４条第１項の許

可に係る液化石油

ガスの製造のため

の施設であって，

液化石油ガスの保

安の確保及び取引

の適正化に関する

法律第３７条の３

第１項の完成検査

を受け，同法第３

７条の技術上の基

準に適合している

と認められたもの

の完成検査にあっ

ては，６，１００

円） 

（８） 法第２０条第３項の規定に基づく第

一種貯蔵所の完成検査 

１ 件 

（４）の項に掲げ

る場合の区分に応

じ，それぞれ当該 



 

   手数料の額の４分

の３に相当する額 

（９） 法第３

５条第

１項の

規定に

基づく 

特定施

設の保

安検査 

法第５条

第１項第

１号に該

当する同

項の許可 

を受けた

者 ( 移 動

式製造設

備のみを

使用して

高圧ガス

の製造を

するもの

を除く。） 

処 理 容 積 が １

０，０００，０

００立方メート

ル以上の設備 

 

６１０，０００  

 処理容積が１，

０００，０００

立方メートル以

上１０，０００，

０００立方メー

トル未満の設備 

 ３７０，０００  

  処理容積が５０

０，０００立方

メ ー ト ル 以 上

１，０００，０

００立方メート

ル未満の設備 

 ２５０，０００  

   処理容積が１０

０，０００立方

メートル以上５

００，０００立

方メートル未満

の設備 

 １５０，０００  

   処 理 容 積 が ２

５，０００立方

メートル以上１

００，０００立

方メートル未満 

 

 

１２０，０００  



 

   の設備   

   処理容積が５，

０００立方メー

トル以上２５，

０００立方メー

トル未満の設備 

 ９５，０００  

   処理容積が１，

０００立方メー

トル以上５，０

００立方メート

ル未満の設備 

 ７５，０００  

   処理容積が２０

０立方メートル

以上１，０００

立方メートル未

満の設備 

 ６０，０００  

   処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備 

 ３３，０００  

  法第５条

第１項第

１号に該

当する同

項の許可

を受けた

者であっ

て移動式 

処 理 容 積 が １

０，０００，０

００立方メート

ル以上の設備 

 ９５，０００  

  処理容積が５，

０００，０００

立方メートル以

上１０，０００， 

 

 

 

８０，０００  



 

  製造設備

のみを使

用して高

圧ガスの

製造をす

るもの 

０００立方メー

トル未満の設備 
  

  処理容積が１，

０００，０００

立方メートル以

上５，０００，

０００立方メー

トル未満の設備 

 

１ 件 

６４，０００  

   処理容積が５０

０，０００立方

メ ー ト ル 以 上

１，０００，０

００立方メート

ル未満の設備 

 ４７，０００  

   処理容積が１０

０，０００立方

メートル以上５

００，０００立

方メートル未満

の設備 

 ３１，０００  

   処 理 容 積 が ２

５，０００立方

メートル以上１

００，０００立

方メートル未満

の設備 

 ２２，０００  

   処理容積が５，

０００立方メー

トル以上２５， 

 

２０，０００  



 

   ０００立方メー

トル未満の設備 
  

   処理容積が１，

０００立方メー

トル以上５，０

００立方メート

ル未満の設備 

 １５，０００  

   処理容積が２０

０立方メートル

以上１，０００

立方メートル未

満の設備 

 １２，０００  

   処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備 

 ７，７００  

  法第５条

第１項第

２号に該

当する同

項の許可

を受けた

者 

冷凍能力が３，

０００トン以上

の設備 

 １２０，０００  

  冷凍能力が１，

０００トン以上

３，０００トン

未満の設備 

 ９５，０００  

   冷凍能力が３０

０トン以上１，

０００トン未満

の設備 

 ７６，０００  

   冷凍能力が１０   

      



 

   ０トン以上３０

０トン未満の設

備 

 
６０，０００  

 

   冷凍能力が２０

トン以上１００

トン未満の設備 

 ４２，０００  

（１０） 法第４

４条第

１項に

規定す

る容器

検査 

温度零下

５０度以

下の液化

ガスを充

填するた

めの容器 

内容積５００リ 

ットルの容器 
 １６，０００  

 内容積５００リ

ットル未満の容

器 

 ６，６００  

  繊維強化

プラスチ

ック複合

容器又は

圧縮天然

ガス自動

車燃料装

置用容器

( 温 度 零

下５０度

以下の液

化ガスを

充填する

ための容

器 を 除

く。次項

において 

内容積１５０リ

ットルを超える

容器（５００リ

ットル以下のも

のに限る。） 

 

３２０円に内容積

が１５０リットル

から１０リットル

又は１０リットル

に満たない端数を

増すごとに５７円

を加えた額 

  内容積３０リッ

トル以上１５０

リットル以下の

容器 

 ３２０  

  内容積５リット

ル以上３０リッ

トル未満の容器 

 ２６０  

  内容積１リット

ル以上５リット

ル未満の容器 

 １８０  



 

  同じ。） 内容積１リット

ル未満の容器 
 １５０  

  高強度鋼

容 器 ( 温

度零下５

０度以下

の液化ガ 

スを充填 

するため

の容器，

繊維強化

プラスチ

ック複合

容器及び

圧縮天然

ガス自動

車燃料装

置用容器

を除く。

次項にお

い て 同

じ。） 

内容積３０リッ

トルを超える容

器（内容積５０

０リットル以下

のものに限る。） 

１ 個 ２２０円に内容積

が３０リットルか

ら１０リットル又

は１０リットルに

満たない端数を増

すごとに４円を加

えた額 

  
内容積５リット

ル以上３０リッ

トル以下の容器 

 ２２０  

  

内容積１リット

ル以上５リット

ル未満の容器 

 １６０  

  

内容積１リット

ル未満の容器 
 １４０  

  その他の

容器 

内容積５００リ

ットルの容器 
 ７，１００  

   内容積１５０リ

ットル以上５０

０リットル未満

の容器 

 ８００  

   内容積３０リッ   



 

   トル以上１５０

リットル未満の

容器 

 
２１０  

 

   内容積５リット

ル以上３０リッ

トル未満の容器 

 １７０  

   内容積１リット

ル以上５リット

ル未満の容器 

 １１０  

   内容積１リット

ル未満の容器 
 ９０  

（１１） 法第４

９条第

１項に

規定す

る容器

再検査 

温度零下

５０度以

下の液化

ガスを充

填するた

めの容器 

内容積１，００

０リットルを超

える容器 

 １６，０００円に

内容積が１，００

０ リ ッ ト ル か ら

１，０００リット

ル又は１，０００

リットルに満たな

い端数を増すごと

に１，６００円を

加えた額 

   内容積５００リ

ットル以上１，

０００リットル

以下の容器 

 １６，０００  

   内容積５００リ

ットル未満の容

器 

 ６，６００  

  繊維強化

プラスチ 
  

３２０円に内容積

が１５０リットル 

      



 

  ック複合

容器又は

圧縮天然

ガス自動

車燃料装

置用容器 

内容積１５０リ

ットルを超える

容器  

から１０リットル

又は１０リットル

に満たない端数を

増すごとに５７円

を加えた額 

  内容積３０リッ

トル以上１５０

リットル以下の

容器 

 ３２０  

   内容積５リット

ル以上３０リッ

トル未満の容器 

 ２６０  

   内容積１リット

ル以上５リット

ル未満の容器 

 １８０  

   内容積１リット

ル未満の容器 
 １５０  

  高強度鋼

容器 

内容積３０リッ

トルを超える容

器 

１ 個 

２２０円に内容積

が３０リットルか

ら１０リットル又

は１０リットルに

満たない端数を増

すごとに４円を加

えた額 

   内容積５リット

ル以上３０リッ

トル以下の容器 

 ２２０  

   内容積１リット

ル以上５リット 
 

１６０  

      



 

   ル未満の容器   

   内容積１リット

ル未満の容器 
 １４０  

  その他の

容器 

内容積１，００

０リットルを超

える容器 

 

７，１００円に内容積

が１，０００リットル

から１，０００リット

ル又は１，０００リッ

トルに満たない端数

を増すごとに３８０

円を加えた額  

   内容積５００リ

ットル以上１，

０００リットル

以下の容器 

 ７，１００  

   内容積１５０リ

ットル以上５０

０リットル未満

の容器 

 ８００  

   内容積３０リッ

トル以上１５０

リットル未満の

容器 

 ２１０  

   内容積５リット

ル以上３０リッ

トル未満の容器 

 １７０  

   内容積１リット

ル以上５リット

ル未満の容器 

 １１０  

   内容積１リット  ９０  



 

   ル未満の容器   

（１２） 法第４

９条の

２第１

項に規

定する

附属品

検査 

圧縮天然

ガス自動

車燃料装

置 用 容

器，圧縮

水素自動

車燃料装

置用容器

又は圧縮

水素運送

自動車用

容器に装

置される

附属品 

内容積１５０リ

ットル以上５０

０リットル以下

の容器 

１ 個 

３１  

 

内容積１５０リ

ットル未満の容

器 

２４  

  その他の

容器に装

置される

附属品 

内容積５００リ

ットルの容器 
５４０  

  内容積５００リ

ットル未満の容

器 

２１  

（１３） 法第４

９条の

４第１

項に規

定する

附属品

再検査 

圧縮天然

ガス自動

車燃料装

置 用 容

器，圧縮

水素自動

車燃料装 

 

内容積１５０リ

ットル以上の容

器 

 
 

３１  



 

  置用容器

又は圧縮

水素運送

自動車用

容器に装

置される

附属品 

内容積１５０リ

ットル未満の容

器 

１ 個 ２４  

  その他の

容器に装

置される

附属品 

内容積１，００

０リットル以上

の容器 

 １，１００  

  内容積５００リ

ットル以上１，

０００リットル

未満の容器 

 ５４０  

   内容積５００リ

ットル未満の容

器 

 ２１  

（１４） 法第５０条第３項に規定する容器検

査所の登録又は登録の更新の申請に

対する審査 

１ 件 １６，０００  

（１５） 法第５４条第２項に規定する容器

（内容積５００リットル以下のもの

に限る。）に充填する高圧ガスの種

類又は圧力の変更に係る刻印等 

１ 個 １，４００  

   附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（消防局予防部指導課） 


